
１ 概要
「森林整備保全事業計画（案）」について、以下のとおり、意見・情報の募集を行った。
（１）意見・情報募集期間： 平成３１年２月２７日（水）～平成３１年３月１８日（月）の２０日間
（２）告知方法： 報道発表、電子政府の総合窓口（e-Gov）及び農林水産省ウェブサイトへの掲載等により実施
（３）意見・情報提出方法： インターネット、郵送、ファクシミリのいずれか

２ 提出いただいた意見の件数・概要
（１）意見提出者・団体等の数：４件　（個人（不明含む）４件、団体・法人０件）
（２）提出項目数： ５項目

３ 処理状況

項目数

2
○山林種苗生産業への新規参入を促し、育成するなどの文言を計画の中に明記すべき（No.2）。
○森林の集約化を進めるため、所有者不明や境界不明森林等への対策を進めるべき（No.3）。

1
○花粉を出すスギの全伐採か、花粉を食べるカビ等による方法で、花粉を出ないようにする政策の実行をお願いする
（No.1）。

1
○第１の２「森林の整備及び保全の課題」の「国土強靱化」での「脆弱」と、第２の２（２）「治山事業」での「ぜい弱」につい
て、字句を統一した方がよいのではないか（No.4）。

1 ○本計画案の意見募集期間が３０日未満であるのは、なぜか（No.5）。

5

　４． その他

合　　計

森林整備保全事業計画（案）に対する意見（パブリックコメント）について

処理結果の区分 提出意見 （概要）

　１． 趣旨を取り入れて
　　いるもの

　２． 趣旨の一部を
　　取り入れているもの

　３． 加筆・修正するもの

１－１

1



４ 提出意見の概要及び当該意見に対する考え方（案）

No. 該当箇所 提出意見の概要 御意見に対する考え方（案）
処理結果の
区分（案）

1

第３ 事業実施に当たって
の留意事項
1 施策連携の強化等
(3)事業の効果的な実施
（苗木の安定供給）

花粉を出すスギの全伐採か、花粉を食べるカビ等による方法で、花粉を出な
いようにする政策の実行をお願いする。

　ご指摘のとおり、花粉を飛散させるスギの人工林を伐採することは、花粉発
生源対策の大きな柱の一つです。また、伐採後の植栽にあたっては、適地適
木を旨として、スギに限らず広葉樹も含め、自然条件等に適合した樹種を選
定することとしていますが、スギを植栽する場合でも、無花粉、少花粉等花粉
の少ない品種の開発を推進しており、これら花粉の少ない苗木を積極的に植
栽することで、広葉樹の導入と合わせて、花粉の少ない森林づくりを推進して
まいります。また、それに加え、スギの雄花を枯死させる菌類を活用して、花
粉の飛散を抑制する花粉飛散防止剤の実用化に向けた技術開発等も推進
してまいります。
　なお、本計画と併せて作成することとされている全国森林計画（平成30年10
月閣議決定）では、「花粉の少ない森林への転換を図るため、花粉症対策に
資する苗木の植栽、針広混交林への誘導等に努めることとする」と記載した
ところです。

2

2

第３ 事業実施に当たって
の留意事項
1 施策連携の強化等
(3)事業の効果的な実施
（苗木の安定供給）

山林種苗生産業者が高齢化を理由に減少している。このため、苗木の生産量
が落ち込み、全国的に主伐期を迎えていながら、再造林したくてもできずに放
置せざるを得ない跡地が増えている。国有林も例外ではない。こうした現状に
鑑み、山林種苗生産業への新規参入を促し、育成するなどの文言を計画の中
に明記すべき。
また、スギは将来にわたって我が国の主要林産物として需要はあると思われ
ることから、単種に偏ることのリスクヘッジが必要。さらに、生物多様性、国土
強靱化の観点からも、その土地の在来樹種による造林も行うために、山林種
苗業者に対する資金・ノウハウの支援が必要。

　主伐・再造林を進めていくためには、苗木の安定的な供給が必要不可欠で
あることから、本計画の第３の１の（３）の「苗木の安定供給」の中で、「苗木の
安定供給体制整備等の取組と連携して森林の整備を推進する」と記載してお
ります。この「苗木の安定供給体制整備等」には、種苗生産に取り組もうとす
る事業者等に対する研修や育成等が含まれており、上位計画である森林・林
業基本計画（平成28年５月閣議決定）では、「種苗生産に取り組もうとする事
業者等に対する研修や金融措置の活用等を推進する」と記載されています。
　また、造林樹種については、本計画と併せて作成することとされている全国
森林計画（平成30年10月閣議決定）において、「人工造林に当たっては、適
地適木を旨とし、郷土樹種も考慮に入れて、気候、地形、土壌等の自然条件
等に適合するとともに、木材需要にも配慮した樹種を選定することとする」と
記載したところです。

1

3

第３ 事業実施に当たって
の留意事項
1 施策連携の強化等
(3)事業の効果的な実施
（森林施業の集約化等）

所有者不明や森林所有者が遠くに住んでいることなどにより森林の集約化が
難しいなど、林業は新規参入には厳しい点が多い。森林経営計画の作成に必

要な20ヘクタール（林野庁注）
まで、いつ集約化が達成されて活動に取り組めるの

だろうか、という不安がある。放置林や境界明確化といった問題が、森林整備
保全事業計画で解決できるようになるように望んでいる。計画案は持続的な森
林づくりとして良いと思うが、新規参入などの問題などにも取り組んでいただき
たい。
　（林野庁注：参考）森林経営計画（区域計画）では、対象面積として30ヘクタール以上が必要。

　森林整備及び保全の事業を効率的・効果的に進めていくためには、森林施
業の集約化等は重要な課題と考えています。このため、第３の１（３）「事業の
効果的な実施」の「森林施業の集約化等」において、本年４月に施行された
森林経営管理法に基づき市町村を主体とした取組が新たに進められることも
含めて、「森林の所有者及びその境界の明確化や森林施業集約化の推進、
森林経営管理制度の活用促進（略）により、効率的かつ円滑な森林の整備
及び保全の実施に努める」と記載しています。

1
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No. 該当箇所 提出意見の概要 御意見に対する考え方（案）
処理結果の
区分（案）

4 その他

①第１の２「森林の整備及び保全の課題」の「国土強靱化」での「脆弱」と、第２
の２（２）「治山事業」の「安全で安心して暮らせる国土づくり」での「ぜい弱」に
ついて、字句を統一した方がよいのではないか。
②第１の２「森林の整備及び保全の課題」の「国土強靱化」での「熊本地震、北
海道胆振東部地震」の記載は、「熊本地震、北海道胆振東部地震による災害」
の方がよいのではないか。
③第１の２「森林の整備及び保全の課題」の「国土強靱化」での「災害に強い
森林づくり」には、「もり」とふりがなを付した方がよいのではないか（第２の２
（１）「森林整備事業」の「発揮を期待する機能に応じた多様な森林づくり」につ
いても同様）。

①ご指摘のとおり、統一します。
②「熊本地震、北海道胆振東部地震」については、「防災・減災、国土強靱化
のための３か年緊急対策」（平成30年12月閣議決定）等においても、地震を
自然災害の一つとして取り扱う記載をしていることから、原文どおりとさせて
いただきます。
③本計画における「森林」への「もり」のふりがなについては、「美しい森林づく
り推進国民運動」等、名称として「もり」と決められているものについて、ふり
がなを付しており、その他の「森林」についてはふりがなを付しておりません。

3

5 その他

本計画案の意見募集期間が３０日未満であるのは、なぜか。 　本計画案についての意見等募集については、行政手続法に基づく意見公
募に該当しないため、意見等募集期間についての特段の定めはなく、本計画
の策定に係る今後の事務的スケジュールや全国森林計画（平成30年10月閣
議決定）の策定時の取り扱い（意見等募集期間：20日間）を踏まえ、設定させ
ていただいたところです。

4
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１ 概要
「森林整備保全事業計画（案）」について、森林法第4条第11項の規定において準用する同条第8項の規定に基づき、都道府県知事への意見聴取を行った。
（１）意見聴取日：平成３１年３月２９日

２ 意見の件数・概要
（１）意見数： １件
（２）提出項目数：１項目

３ 処理状況

No
.

提出意見の概要 御意見に対する考え方（案）
処理結果の
区分（案）

1

平成30年台風第21号の被害状況等も踏まえ、本計画において、
風倒木や危険木の処理等の対応についての記述を充実していた
だきたい。

　本計画（案）では、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急
対策」（平成30年12月閣議決定）を踏まえ、流木対策を中心に災害
対応に係る記載の充実を図っていたところですが、風倒木被害へ
の対応については同様に同３か年緊急対策の対象に関わらず明
記していなかったこと等から、ご意見を踏まえ下線部のとおり追
記・修文します。
・第１の２
「また、流木や風倒木等による建物 や、道路、鉄道、電線等への二
次的被害により、通行止めや停電が長期かつ広域にわたり発生す
るなど地域住民への深刻な影響も顕在化してきている。」
・第２の２の(1)
「また、風倒被害の頻発に対応して、道路等に近接する森林におい
て、道路や電線の管理者、鉄道会社等と適切に連携を図りつつ、
復旧に向けた被害木の処理や多様な樹種の植栽、危険木の除去
を含む間伐等の予防的な取組を推進する。」

３

森林整備保全事業計画（案）に対する都道府県知事への意見聴取について

該当箇所

第１ 森林整備保全事
業についての基本的
な方針
２　森林の整備及び
保全の課題
（国土強靱化への対
応）

第２　事業の目標及
び事業量
２　事業分野別の取
組
(1)森林整備事業
（山村地域の活力創
造や事業活動の継続
確保への寄与）

１：　趣旨を取り入れているもの             （０項目）
２：　趣旨の一部を取り入れているもの 　（０項目）
３：　加筆・修正するもの  （１項目）
４：　その他　　 　（０項目）
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